
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和２年１１月３０日 

 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区条例第３９号 

 

  



   幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年墨田区条例第２０号）の一

部を次のように改正する。 

  第２７条第２項本文中「６月」の次に「及び１２月」を加え、「、１２月に支給

する場合においては１００分の１２０」を削り、同項ただし書中「６月」の次に

「及び１２月」を加え、「、１２月に支給する場合においては１００分の１００」

を削り、同条第３項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の７０」と、

「１００分の９５、１２月に支給する場合においては１００分の１００」とあるの

は「１００分の５５、１２月に支給する場合においては１００分の６０」を「１０

０分の９５」とあるのは「１００分の５５」に改める。 

  第２９条第３項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

第２条 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２７条第２項本文中「及び１２月」を削り、「１００分の１１５」を「１００ 

分の１１２．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１７．５」に改め、 

同項ただし書中「及び１２月」を削り、「１００分の９５」を「１００分の９２． 

５、１２月に支給する場合においては１００分の９７．５」に改め、同条第３項中 

「１００分の１１５」とあるのは「１００分の６５」と、「１００分の９５」とあ 

るのは「１００分の５５」を「１００分の１１２．５」とあるのは「１００分の６ 

２．５」と、「１００分の１１７．５」とあるのは「１００分の６７．５」と、 

「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の５２．５」と、「１００分の９７． 

５」とあるのは「１００分の５７．５」に改める。 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施

行する。 

 

 


